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(i)  

はじめに 

  

１．基本テキストの執筆方針 

このテキストは，受講生の方が［入門テキスト］にある民法の全体構造と基本的概念を

理解していることを前提として，本試験において要求される知識の修得を目指すものです。

次の３点に配慮して執筆してあります。 

① ［入門テキスト］では扱わなかった重要な問題点（論点）を中心に書いてあります。 

② 論点については，説の対立を説明するのみではなく，本試験においてこれを論述で

きるように，判例・通説を中心とした論証例を示してあります。 

③ 最近10年間に出題された本試験問題を，関連のある章の終わりに載せてあります。

これにより，本試験の問題が具体的にどの分野から出題されているかが理解できるよ

うにしています。 

 

２．本テキストの使い方 

このテキストと［入門テキスト］を併用することにより，本試験問題が解けるようにな

っています。受講生の方は次の点に注意して学習してください。 

①  本テキストは重要な論点を中心に書いてありますので，基礎的概念を忘れたときは，

［入門テキスト］を参照してください。 

②  論点については，本テキストで紹介していない学説が存在する場合もありますが，

判例・通説を中心にして効率よく民法を学習してください。従って，授業の予習・復

習だけで民法は十分であり，他の市販の本には余り手を出さない方がよいでしょう。  

③ 問題を実際に解き，書くための訓練としては，本テキストと併せて答練・総まとめ

講義を利用してください。 

 

３．ランク付け表記について 

本テキストでは重要度ランクの表記をしています。学習を進める上での目安としてくだ

さい。 

Ａランク･･･最重要・基本的な論点。必ずマスターすること。 

Ｂランク･･･重要論点・論文答案のベースとなる論点。できるだけ網羅すること。 

Ｃランク･･･付随的または派生的な論点。 

Ｄランク･･･補論 
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1．不動産鑑定士試験における民法の特徴 

(1) 出題範囲 

民法第１編（総則），第２編（物権），第３編（債権）を中心に，第４編（親族），

第５編（相続）並びに借地借家法，建物の区分所有等に関する法律を含む。 

(2) 出題形式 

説明問題又は事例問題。近年はほとんど事例問題である。 

(3) 解答形式 

論文式で２問（各問1,800字～2,000字程度）・制限時間２時間。答案用紙はヨコ書

きで，黒又は青のペンかボールペンで書く。 

(4) その他 

条文集の貸出しは行われないが解答にあたって参照すべき条文は試験問題に掲載さ

れることになった。 

 

2．形式面 

(1) 段落の区切り方 

一論点ごとに区切るのがよい。この場合，番号を振ると非常に読み易くなる。番号

の振り方は「一，二，三…」「１，２，３…」「（一），（二），（三）…」「 (1)，(2)，

(3)…」「①，②，③…」の順が一般的であるが，各自のやり方でよい。 

なお，「Ａ，Ｂ，Ｃ…」「甲，乙，丙…」は使用しないこと。事例問題の土地，建物，

人物として登場してくるからである。 

(2) 字の大きさ等 

①  字の大きさに決まりはないが，余り小さいと読みづらい。１行に35字～40字，一

問につきＢ４判２枚として，1,800字～2,000字程度になるのがよい。 

②  字は丁寧に，読み易く書く。達筆である必要はないが，誤字，脱字，略字は減点

の対象となる。 

(3) 文章について 

①  主語，述語をはっきりさせて，「てにをは」を正確に書く。 

文章にリズムをもたせるため，接続詞を適宜使用するとよい。 

 

不動産鑑定士 民法 合格答案の書き方 



 

 
（ix） 

ex. ｢従って｣「それゆえ」「しかし」「だが」「もっとも」「それにもかかわらず｣ 

 ｢そこで｣「すなわち」「つまり」「そして」「なぜなら」 

②  冗長な文章は読みづらいし，論点がボケてしまうので極力避ける。 

③  適宜改行をしてメリハリをつける。 

(4) 条文について 

試験問題に掲載されている参照条文については，該当箇所に（○条）等の形式で引

用すべきである。 

(5) 論文の終わり 

論文の終わりに「以上」という文字を入れた方がよい。これは，時間切れで途中で

終わってしまった答案と区別するためである。 

 

3．内容面 

民法の出題は，ほとんどが事例問題であるので，事例問題における答案構成法を述べる。 

 

 

 

Ⅰ  事例分析 

この部分は，「問題提起」の前段階の部分であり，問題全体の問題提起の部分とも

いえる。 

 

 

 

 

 

 

 

※  事例分析の方法 

① 問題文中の事実は原則として全て使う。 

② 事実関係の整理は図を書いて行う。図には重要な事実を付記する。 

③ 法律関係の整理 

○ア  必ず時間の流れ（時系列）に従って順番に考える。図の中に，生じた事実の

順に番号を振っておく。 

○イ  まず物権関係を考え，次に債権関係（契約関係，不当利得，不法行為）を考

える。 

Ⅰ事例分析 → Ⅴ結    論 Ⅱ問題提起 Ⅲ規範定立 Ⅳあてはめ → → → 

論  点 

この記号は事例分析の部分の記号です。 

ここでは，問題文の事例を分析し，論点を発見していきます。その

際，ヒントとなるのは問題文の文末です。たとえば，「……この場合

に，ＡはＢに損害賠償請求できるか。」と問われていれば，損害賠償

請求権の成否に関連する論点を発見していくことになります。 

Start 
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Ⅱ  問題提起 

この部分は，論点の問題提起の部分である。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ  規範定立 

この部分は，論点の規範定立の部分である。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ  あてはめ 

この部分は，あてはめの部分である。 

 

 

 

 

 

Ⅴ  結  論 

この部分は，問に対する最終的な結論の部分である。 

 

 

 

 

 

 

 

この記号は問題提起の部分の記号です。 

ここでは，論点（学説の対立点）がどうして生じたのかを論証

します。この部分では，基本的に条文の文言を使って問題提起を

していくのがコツです。 

 
Ｑ 

問題提起 

この記号は規範定立の部分の記号です。 

ここでは，いわゆる論点についての自説を論証します。この部分は

自説の結論と理由付けの部分に分かれます。理由付けについては，原

則として①形式的理由付け（条文上の理由付け・理論的理由付け）と

②実質的理由付けの二方面からするのが望ましいです。 

 
規範定立 

この記号はあてはめの部分の記号です。 

ここでは，規範定立の部分で論証した自説（規範）に問題文の事

例をあてはめます。事例問題ではこの部分の論証が不可欠です。 

 

 

あてはめ 

この記号は結論の部分の記号です。 

ここでは，問題全体の結論を論証します。問題文の文末に対応さ

せて書くことが必要です。たとえば，「……この場合に，ＡはＢに損

害賠償請求できるか。」と問われていれば，きちんと「ＡはＢに損害

賠償請求できる。」又は「ＡはＢに損害賠償請求できない。」と書く

必要があります。 

 

 

結論 

ＥＮＤ 
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【問題の処理（全体図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

 

 

結論 

ＥＮＤ 

論  点  Ａ 

自  説 

自  説 

自  説 

反対説 

反対説 

反対説 

論  点  Ｂ 

論  点  Ｃ 

論  点  Ｘ 

論  点  Ｙ 

論  点  Ｚ 

まず，事例分析を行い 

論点を発見！ 
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【事例分析】 

 

 

 

 

 

【論  点】 

一.小問(1)について――94条２項の適用の可否 

1. 「第三者」と転得者 

2. 主観的保護要件 

3. 登記の要否 

二．小問(2)について 

虚偽表示と二重譲渡 

 

 
 

Ａは，Ｂと通謀し，Ａ所有の甲土地をＢに売却したことにして，Ｂに所有権移

転登記をした。Ｂは，これを奇貨として，悪意のＣに甲土地を売却したが，所有

権移転登記はなされていない。さらに，Ｃは善意のＤに甲土地を売却した。この

前提の下で，次の問に答えなさい。 

(1) ＤはＡに対して甲土地の所有権を主張できるか。 

(2) ＡがＥに甲土地を売却した場合，ＤはＥに対して甲土地の所有権を主張でき

るか。 

例  題 

甲土地 
①虚偽表示による売却 ②売却 ③売却 

④売却 

Ａ Ｂ Ｃ 
(悪意) 

Ｄ 
(善意) 

Ｅ 

登 
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【アプローチ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢第三者」と転得者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小問(1) 

Ａ・Ｂ間の甲土地の売買契約は，虚偽表示に基づくものであって，

無効である（94条１項）。しかし，民法は，取引の安全を図るため，

「善意の第三者」に無効を対抗できないとしている（94条２項）。 

 

直接の第三者であるＣが悪意であることから，転得者であるＤが

94条２項の「善意の第三者」として保護されるかが問題となる。 

Start 

論点１ 

転得者が，94条２項の「第三者」に含まれるかが問題となる。 

 
Ｑ 

問題提起 

94条２項の「第三者」とは，当事者及びその包括承継人以外の者

であって，虚偽表示によって生じた法律関係につき新たに独立した

法律上の利害関係に入った者をいう。（P.12【論証例】） 

 

94条２項の「第三者」には，転得者も含まれると解する。なぜ

なら，虚偽表示を行った帰責性の大きい本人との利益衝量上，転

得者であってもこれを保護する必要性が高いからである。（P.16

【論証例】） 

 

 
規範定立 
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主観的保護要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登記の要否 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論点２ 

第三者の主観的保護要件が問題となる。 

 
Ｑ 

問題提起 

善意のみで足りると解する。なぜなら，条文上「善意」しか要求

されておらず，又，虚偽表示においては表意者の帰責性が大きく，

第三者保護の要請が特に強いからである。（P.14【論証例】） 

 
規範定立 

論点３ 

第三者が保護されるために，登記が必要かが問題となる。 

 
Ｑ 

問題提起 

Ｄは，登記を備えていないが，善意の転得者であるから， 94条

２項の「善意の第三者」として保護される。 

 

 

あてはめ 

ＤはＡに対して甲土地の所有権を主張できる。 

 

 

結論 

ＥＮＤ 

虚偽表示における本人と第三者とはそもそも対抗関係に立たないの

で，177条における対抗問題としての登記は不要である。又，善意の

第三者は，帰責性のある本人との利益衝量上，保護に値するから，保

護要件としての登記も不要と解する。（P.15【論証例】） 

 
規範定立 
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虚偽表示と二重譲渡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小問(2) 

論  点 

Ｄは，Ａから甲土地を買い受けたＥに対しても，登記がなくて

も甲土地の所有権を主張できるかが問題となる。 

 
Ｑ 

問題提起 

Ｄは登記がなくても善意であれば94条２項の「善意の第三者」と

して保護される。 

しかし，これは帰責性のある表意者Ａとの関係においてであり，

虚偽表示と何ら関係のないＥとの関係では，一般取引法のルールに

従い，その優劣は登記具備の先後によって決するのが公平である。

又，Ｄが94条２項により保護される場合であっても，Ａ・Ｂ間の虚

偽表示がＥとの関係においてまで有効となるものではないから，Ｄ

とＥとが二重譲渡の関係に立ち，対抗問題（177条）になるとみるべ

きである。（P.18【論証例】） 

 
規範定立 

Ｄは登記を具備していない以上，Ｅに対して甲土地の所有権を主

張できない。 

 

 

あてはめ 
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【解答例】 

一．小問(1)について 

1. Ａ・Ｂ間の甲土地の売買契約は，虚偽表示に基づくものであって，無効である（94

条１項）。しかし，民法は，取引の安全を図るため，「善意の第三者」に無効を対抗で

きないとしている（94条２項）。 

そこで，直接の第三者Ｃは悪意であるから94条２項の保護を受けられないが，転得

者であるＤが同条項の「善意の第三者」として保護されないかが問題となる。 

2. まず，転得者が94条２項の「第三者」に含まれるかが問題となる。 

思うに，転得者も当事者及びその包括承継人以外の者であって，虚偽表示によって

生じた法律関係につき新たに独立した法律上の利害関係に入った者である。又，虚偽

表示を行った帰責性の大きい本人との利益衝量上，転得者であってもこれを保護する

必要性が高い。従って，転得者も94条２項の「第三者」に含まれると解する。 

3. 次に，第三者が保護されるためには，善意のみで足りるかが問題となるが，条文上

「善意」しか要求されておらず，又，虚偽表示においては表意者の帰責性が大きく，

第三者保護の要請が特に強いことに鑑みれば，善意のみで足りると解すべきである。 

4. さらに，第三者が保護されるために，登記が必要かが問題となる。 

虚偽表示における本人と第三者とはそもそも対抗関係に立たないので，177条にお

ける対抗問題としての登記は不要である。又，善意の第三者は，帰責性のある本人と

の利益衝量上，保護に値するから，保護要件としての登記も不要と解する。 

5. 以上より，Ｄは，登記を備えていないが，善意の転得者であるから，94条２項の

「善意の第三者」として保護される。よって，ＤはＡに対して甲土地の所有権を主張

できる。 

二．小問(2)について 

1. 小問(1)で検討したように，Ｄは善意であるから，Ａに対して登記がなくても甲土

地の所有権を主張できる。しかし，同様に，Ｄが，Ａから甲土地を買い受けたＥに対

しても，登記がなくても甲土地の所有権を主張できるかは問題である。 

2. 思うに，94条２項の適用により第三者Ｄが保護される場合に登記が不要とされるの

は，帰責性のある表意者Ａとの関係においてであり，虚偽表示と何ら関係のないＥと

の関係では，一般取引法のルールに従い，その優劣は登記具備の先後によって決する

のが公平である。又，Ｄが94条２項により保護される場合であっても，Ａ・Ｂ間の虚

偽表示がＥとの関係においてまで有効となるものではないから，ＤとＥとが二重譲渡

の関係に立ち，対抗問題（177条）になるとみるべきである。 

3. よって，Ｄは登記を具備していない以上，Ｅに対して甲土地の所有権を主張できない。  
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第 １ 章 

法      人 

本章で学ぶこと  

 

 
  

民法は，私人間の生活関係を規律する法ですが，そこでは権利・義

務等の法律効果の帰属する主体（権利能力）が誰かということが問 

題になります。１つは自然人，もう１つは法人がその帰属主体とな 

ります。 

本章では，それらのうち,「法人」について学びます。 

総 則（1） 

第1章 

総 
 

則 
 

(1) 
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第１節  法人の実体 Ｄ 

  
1. 法人の本質 

 

 

 

 

 

 

 

2. 権利能力のない社団 

(1) 意 義 

実質的には社団法人としての実体を備えながら法人格を有しない団体を，権利能力のな

い社団という。 

(2) 成立要件 

権利能力のない社団といいうるためには，団体としての組織を備え，多数決の原則が行

われ，構成員の変更にもかかわらず団体自体は存続し，代表の方法，総会の運営，財産の

管理その他団体としての主要な点が確立しているものでなければならない。 

(3) 財産の帰属 

権利能力のない社団が法人格を欠く以上，社団自体に財産の帰属を認めることはできず，

財産は総構成員の共同所有と解さざるをえない。 

しかし，共同所有に属する財産とはいっても，それは団体法的に制約された目的財産で

あって，個々の構成員の財産からは一応独立した存在である。財産の帰属形態については

見解が分かれるが，実質的・経済的にみれば，社団自体に帰属しているのだから，共同所

有者の持分が潜在的にも存しない「総有」と解すべきである。 

(4) 財産の公示方法 

○ア  預金債権 

代表者の氏名に社団代表者たる旨の肩書きを付ける方法が認められている。 

 

 

 

 

[A]法人実在説 

法人は，法律の擬制した空虚なものではな
く，実質的に法的主体たりうる実体を有す
る。 

[B] 法人擬制説 

権利・義務の帰属主体は，本
来，自然人である個人に限られ
る。従って，法人は法律の力によ
って自然人に擬制されたものであ
る。すなわち，法人は実体のない
観念的な存在であって，法律の擬
制したものにすぎない。 
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○イ  不動産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

[A] 判例・登記実務 

代表者個人名義の登記又は構成員全員の共
有名義の登記しかできない。 

（理 由） 

(ⅰ)(a)不動産登記法は，権利能力のない社
団に登記申請人たる資格を認めていな
い（不動産登記法 25条 13号・不動産登
記令20条２号参照）。 

(b)法人が登記申請する場合には，登記事
項証明書又は主務官庁の証明書により
代表者の代表権限を認定でき，この証
明により法人の存在が公証されうる。
しかし，権利能力のない社団には，登
記手続上存在を公証するこのような方
法がない（不動産登記令７条１項１号
参照）。 

(c)登記官には形式的審査権限しかないか
ら，申請人が権利能力のない社団とし
ての実体を備えているか否か審査でき
ず，虚無人名義の登記の発生を許すお
それがある。 

(ⅱ)社団代表者名義の肩書きを付した登記を
することは，実質上社団を権利者とする登
記を許容することになる。 

[B] 有力説 

代表者であることを示す肩書き
付きの代表者個人名義の登記を認
めるべきである。 

（理 由） 

不動産登記法上，権利能力のな
い社団名義の登記は許されない。
しかし，真実の権利関係と公示を
一致させるためにも，又，社団財
産と代表者個人の財産を区別する
ためにも，代表者たる肩書き付き
の代表者個人名義の登記を認める
べきである。 
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第２節 34条の定款その他の基本約款所定の

目的による制限 Ｄ 

  
1. 法人の権利能力の範囲 

法人も自然人と同様に，法人自身が権利・義務の帰属主体となりうる資格である権利能

力を有するが，自然人と異なり，(1)性質による制限，(2)法令による制限を受ける。この

２点については異論がないが，(3)定款その他の基本約款所定の「目的」により権利能力

の制限を受けるか否かについては，解釈上，争いがある。 

(1) 性質による制限 

法人は自然人と異なるから，自然人に特有な身体・生命に関する人格権（ただし，法人

も独自の社会的実体を有するから，名称権・名誉権等の人格権は認められる。）や親族法

上の権利（ex. 親権・相続権）を享有できない。 

(2) 法令による制限 

法人は立法政策上認められるものであるから（33条１項），法令上の制限があれば，当

然その部分についての権利義務を有しない（34条）。 

 

2. 34条の目的による制限の意味 

 

 

 

 

 

34条の目的による制限が権利能力を制限する規定であり，かつ，員外貸付けが目的外の

行為であるとすると，この貸付行為は絶対的に無効となる。一方，34条の目的による制限

が単に理事の代表権（代理権）を制限したものにすぎず，かつ，員外貸付けが目的外の行

為であるとすると，この貸付行為は無権代表 (無権代理) 行為となる。 

 

 

 

 

Ａ農業協同組合（農業協同組合法５条により法人とされる。）は，定款上員

外貸付けが禁止されているにもかかわらず，組合員でないＢに対して貸付け

（金銭消費貸借）を行なった。この場合，当該貸付行為の効力はどうなるか。  

・・第２節・ 43条・の定款・・寄附・行為所・定の目・的によ・る制限  
貸付け 
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この問題は法人の本質論に関係するが，実質的には構成員の利益と取引の安全のいずれ

を重視し，どのように調和を図るかの問題である。  

 

Ｘ，Ｙ，Ｚの構成員の利益を考えるのならば，Ｘ，Ｙ，Ｚは定款目的の記載を信頼して

構成員となっているのだから，目的外の行為を無効として，Ａ農協の財産が目的外の行為

のために支出されることを否定すべきである。 

一方，Ｂの利益（取引の安全）を考えるのならば，Ａ農協の当該貸付行為は目的外の行

為だから無効であるとの主張を否定すべきである。 

 

 

 

 

 

 

目的外の行為 

 

説 

効力 追認 表見代理の成立 

権利能力制限説 絶対的無効 不可 不可 

代表権制限説 無権代理 可 可 

[A] 権利能力制限説（判例・通説） 

権利能力を制限したものと解する。 

（理 由） 

(ⅰ)34条の文言に素直である。 

(ⅱ)そもそも法人は，その独立した社会的・
経済的活動を営む点に鑑み権利能力が認め
られるものである  (法人実在説 ) 。従っ
て，その活動は定款に定められた目的を中
心とし，権利能力もその目的の範囲内での
み認められるはずである。 

(ⅲ)構成員の意思・利益に合致する。 

(ⅳ)取引の安全については，目的の範囲内の
行為の弾力的解釈により図りうる。 

[B] 代表権制限説(少数説) 

理事の代表権を制限したものと
解する。 

（理 由） 

(ⅰ)法人擬制説の立場から，法人
の行為というものは存在せず，
法人の活動は理事の代表行為に
ほかならない以上，34条もこの
代表権を制限したものである。 

(ⅱ)追認・表見代理の可能性を認
めることが，取引の安全保護に
資する。 

員外貸付け 
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3. 「目的の範囲内」の行為の意味 

定款の目的が法人の権利能力を制限したとする[A]説に立つと，取引の安全への配慮を

する必要がある。なぜなら，[A]説は，対立する法人の構成員の利益と相手方の利益（取

引の安全）との調整上，原則的には法人の構成員の利益を重視するからである。 

そこで，[A]説は，定款の目的を，定款に直接記載される目的のみならず,「目的遂行に

必要な行為」までを「目的」の範囲内として，「目的」をある程度緩和して解釈すること

によって，取引の安全に配慮を示す。 

 

 

 

○ア の行為も，定款の「目的の範囲内」の行為の解釈を緩和・弾力化することによ

り，権利能力の範囲内の行為として有効となる。  

なお，[B]説の立場では，そもそも目的は理事の代表権を制限したにすぎないと

解するので，目的の範囲の解釈の弾力化の必要性は乏しい。 

 

法人には，株式会社を典型例とする営利法人から公益追求を目的とする公益法人

まで様々な種類のものがあるので，それらの性質に応じて，「目的」の範囲の解釈

を緩和・弾力化したり，反対に厳格に行ったりする必要がある。すなわち，営利法

人であれば，取引の安全がより重視されるから，緩和・弾力化した解釈をなすべき

であるが，公益法人であれば，その目的外の行為に財産が支出されるのは望ましく

ないため，厳格に解釈すべきである。 

 

 

網掛けの部分は
定款目的遂行に必要な行為

①
の
行
為

定款に直接
記載する目的

緩和

②の行為

有効

無効イ

ア

公益法人の場合 中間法人の場合 営利法人の場合

構成員の利益 取引安全

厳格 緩和

利益衡量

｢目的の範囲内｣
の解釈
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第 ２ 章 

法 律 行 為 

本章で学ぶこと 

 

 

 

 

 

 

総 則（2） 

本章では，民法の様々な問題と密接な関連をもつ「法律行為」につ

いて学びます。「法律行為」の理解は，民法を理解する上で不可欠で

あり，かつ基本ですから，しっかり学習してください。 

ここでは，まず，「公序良俗（90条）」について学び，次に，意思表

示について学びます。意思表示では，意思の不存在と瑕疵ある意思

表示の違いを正確に理解して，「心裡留保（ 93条）」，「虚偽表示（94

条）」，「錯誤（95条）」，「詐欺・強迫（96条）」の各々について学んで

ください。そして，民法が，意思主義と表示主義の調整をどのよう

に図っているのかを体得してください。  

第2章 

総 
 

則 
 

(2) 
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第１節 公序良俗 Ｂ 

 

１. 公序良俗の意義 

 公の秩序は国家の秩序，善良の風俗は社会の道徳観念を指すが，両者が相まって社会的

妥当性を意味する。 

 従って，90 条は，社会的妥当性を欠く行為の効力を否定し，その行為の実現に国家が協

力しないことを宣言したものである。 

 

２. 公序良俗違反の効果 

 公序良俗違反の無効は，誰でも主張できる絶対的無効であり，第三者にも対抗できる。

又，無効の主張についての期間制限はない。 

 

３. 動機の不法 

 覚せい剤を密輸するための金銭消費貸借契約のように，法律行為の内容自体には不法性

はないが，当事者の当該法律行為をする動機が公序良俗に反する場合を動機の不法とい

う。 

 このように法律行為の動機に不法性がある場合，その法律行為の効力をどう解するかに

ついては争いがある。 

 

 

 

 

  

[A] 認識可能説  

相手方が動機の不法を知っているとき
又は知りうべきときは，当該法律行為は
無効となる。 

（理 由） 

（ⅰ)動機は法律行為の効果意思そのもの
ではないが，相手方が認識可能な場合
は，当該法律行為は不法性を帯びる。 

(ⅱ)法の禁止の要請と取引の安全との調
和の観点からみて妥当である。 

  

[B] 総合判断説 

動機の不法性の判断と，相手方
の関与ないし認識の程度を総合
的に判断して，無効となるか否
かを決定する。 

（理 由） 

法の禁止の要請と取引の安全と
の柔軟な調整が可能となる。 
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第２節 心裡留保 Ａ 

  
1. 心裡留保の意義 

心裡留保とは，表示上の効果意思に対応した内心的効果意思が欠けており，かつ，表意

者がそのことを知っていることをいう。 

原則   有効（93条１項本文）。 

∵ 表意者は自己の内心と表示との不一致を知っており保護する必要はなく，む

しろ表示を信頼した取引の相手方を保護すべきだから。 

例外   相手方が悪意又は有過失のときは，無効である（93条１項ただし書)。 

∵ 表意者の真意でないこと（不一致）を知っている，又は知ることができた相

手方を保護する必要はなく，意思主義の原則に戻って無効とすべきだから。 

2. 心裡留保と第三者 

 心裡留保について相手方が悪意又は有過失であった場合，その意思表示は無効となる。

しかし，この意思表示の無効は，善意の第三者に対抗することができない（93 条２項） 

(1) 「第三者」の意義 

        「第三者」とは，当事者及びその包括承継人以外の者であって，心裡留保と評価さ

れる意思表示によって形成された法律関係を基礎として，新たに独立した法律上の利

害関係に入った者をいう。 

(2) 「第三者」の保護要件 

  93 条２項は新たに追加された条文であるため，詳細は今後の議論を待つことになる

が，表意者は，通謀がないものの，虚偽表示の場合と同様に，真意でないことを知り

ながら意思表示をしており，その帰責性は大きいから，94 条２項の解釈と同様に，

「第三者」の保護要件については，善意のみで足り，登記（引渡し）は不要と解する

のが妥当であろう。 
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第３節 虚偽表示 Ａ 

  
1. 虚偽表示の意義・効果 

(1) 虚偽表示 

虚偽表示とは，相手方と通謀して，内心的効果意思と表示行為とが不一致である意思表

示をすることをいう。 

ex. 債務者Ａが債権者Ｂからの財産の差押えを免れるために売買契約を仮装し，自己の

不動産をＣに譲渡する場合 

 

原則   虚偽表示は無効である（94条１項）。 

∵ 当事者双方が表示通りの法律効果を発生させないことを合意している以上，

これに従うしかないから。 

例外   善意の第三者に対しては，虚偽表示の無効をもって対抗することはできない

（94条２項)。 

∵ 意思表示の外形を信じて取引関係に入ってきた者を保護する必要があり，又，

権利者は，自らが真実を伴わない外形を作り出した以上，権利を失ってもやむ

を得ないから。 

(2) 94条２項の「対抗することができない」の意味 

たとえば，ＡとＢが通謀してＡ所有の不動産をＢに売却したことにして所有権移転登記

を経由したところ，Ｂがこれを奇貨として，善意のＣに当該不動産を売却したとする。 

この場合，94条２項によると，Ａ・Ｂ間の売買契約は無効であるが，Ａはその無効をＣ

に対抗できないということになる（すなわち，ＡはＣから当該不動産を取り戻すことはで

きない。）。これを第三者Ｃの側から見るならば，Ｃとの関係ではＡ・Ｂ間の売買契約は有

効になされたものとして扱われるということであり，ＣはＢから権利を取得したのと同じ

ことになる。しかし，このようにＣの権利取得が認められるのは，ＡがＣに無効を「対抗」

できない（＝主張できない）からであって，当該虚偽表示が有効になるわけではない。 

 また，明文規定はないが，「利益といえども強制しえない」というのが民法の原則であ

るから，第三者Ｃが，94条２項による保護を拒否し，虚偽表示の無効を承認することは可

能である。 

 

2. 権利外観法理 

Ｃ
（相手方）

Ｂ
（Ａの債権者）

Ａ
（表意者）

売買契約

差押え
通謀虚偽表示

登記
 虚偽表示 
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(1) 意 義 

94条２項は，権利外観法理に基づく規定と解されている。 

権利外観法理とは，真実に反する外観が存在する場合に，外観を作り出した者に帰責事

由があるときは，外観を信頼した者に対する関係では，その信頼した者を保護するために

外観を基準として解決する法理をいう。外観主義とか外観理論ともいう。 

これは，レヒツシャインの法理といわれるもので，大陸法系の原則であり，英米法系の

エストッペル（禁反言）と機能的には同じである。 

(2) 趣 旨 

真実と外観が一致しない場合に，あくまでその真実だけを基準として全ての法律関係を

決定しようとすると，取引の安全と迅速性を害する。そのため一定の要件の下に外観作出

者に外観通りの責任を負わせようとするものである。 

(3) 要 件 

① 外観の存在 

虚偽の外観が存在すること。 

② 外観への与因 

外観通りの責任を負わされる者が，その虚偽の外観を作り出したことについて原因

を与えている（帰責事由がある）こと。 

③ 外観への信頼 

虚偽の外観に対して，それが真実であるとして取引関係に入ってきた者が善意・無

過失であること。 

以上の要件の中で特に注意を要するのは，②の要件である。外観法理は，単に，①虚

偽の外観が存在し，③その外観を第三者が信頼したからといって，その効果が発生する

ものではない。どんなに第三者が外観を信頼したとしてもそれだけでは第三者は保護さ

れない。なぜなら，それだけでは，取引の安全は図れても，真実の権利者の利益，つま

り静的安全への配慮に欠けるからである。そこで，②の外観への与因という要件が必要

とされる。外観法理の適用により権利を失う者，すなわち真実の権利者に，その外観作

出について帰責事由（帰責性）がある場合には，権利を失ってもやむを得ないとされる

からである。このように，外観法理が，動的安全と静的安全との微妙な利益調整の上に

存在することをしっかり把握しなければならない。 

(4) 効 果 

外観通り，つまり，外観を信頼した者の期待通りの法律効果が発生することになる。反

面，真実の権利者は権利を失うことになる。 

 

3. 虚偽表示の撤回 
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虚偽表示の撤回が認められるための要件については，争いがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

4. 94条２項の「第三者」 

(1)「第三者」の意義 

 

 

 

 

 

 
 

  

94条２項の趣旨は，虚偽の外形を信じて取引関係に入った者を保護する

ことにあるから，「第三者」とは，当事者及びその包括承継人以外の者で

あって，虚偽表示によって生じた法律関係につき新たに独立した法律上の

利害関係に入った者をいう。 

【論証例】 

[A] 外形除去必要説  

当事者の合意によって虚偽表示の撤回は認
められるが，虚偽表示の外形を除去しない限
り，撤回の効力を第三者に対抗できない。 

（理 由） 

単に合意がなされたにすぎない場合に撤回
の効力の対抗を認めると，残存している虚偽
表示の外形を信じ，撤回を知らずに取引した
第三者が不測の損害を被るおそれがある。 

[B] 外形除去不要説 

外形を除去しないまま単なる合
意によっても虚偽表示の撤回が認
められ，その場合には，虚偽表示
がなかったことになるので，第三
者は94条２項によって保護されえ
ない。 

（理 由） 

94条２項は，虚偽表示を有効と
する場合以上の効力を与えるわけ
ではないから，当事者がこれを有
効とみた上でそれを撤回する合意
をすれば，その効力が認められな
ければならない。 

私は，当事者の合意により虚偽表示の撤回は認められるが，虚偽表示の

外形を除去しない限り，撤回の効力を第三者に対抗できないと解する。な

ぜなら，単に合意がなされたにすぎない場合に撤回の効力の対抗を認める

と，残存している虚偽表示の外形を信じ，撤回を知らずに取引した第三者

が不当な損害を被るおそれがあるからである。 

【論証例】 
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〈具体例〉（○→「第三者」にあたる。×→「第三者」にあたらない。） 

○ア  虚偽表示による土地の譲受人Ｂから当該土地を譲り受けたＣ→○ 

 

○イ  虚偽表示による土地の譲受人Ｂから当該土地につき抵当権の設定を受けたＣ→○ 

 

○ウ  仮装債権の譲受人Ｃ→○ 

債務者Ｂは，善意の債権の譲受人Ｃに対して債務の不存在を主張できない。 

 

○エ  債権の仮装譲受人Ｃから「取立てのため」債権を譲り受けたＤ→× 

○ウ と異なり，Ｄは「取立て」のため債権を譲り受けたにすぎないから，「新たに独

立した法律上の利害関係」に入ったとはいえない。 

 

  

Ｂ
（相手方）

Ａ
（表意者）

①土地の売却

虚偽表示

土地

Ｃ

②売却

土地
Ｂ

（相手方）
Ａ

（表意者）

①土地の売却

虚偽表示

Ｃ

②抵当権設定抵当権

Ｂ
（債務者）

Ａ
（債権者）
（譲渡人）

Ｃ
（譲受人）

①虚偽の債権

②債権譲渡 通謀虚偽表示

債権

Ｂ
（債務者）

Ａ
（債権者）
（譲渡人）

Ｃ
（譲受人）
（譲渡人）

①債権

②債権の仮装譲渡虚偽表示

Ｄ
（譲受人）

③「取立」目的で債権譲渡

虚偽表示 
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○オ  虚偽表示による土地の譲受人Ｂの所有する当該土地上の「建物の」賃借人Ｃ→争い

あり 

「法律上の利害関係」とは，外形行為（虚偽表示）の無効を承認することによって

権利を失い，又は，義務を負う地位を指すが，判例は，Ｃは，法律上の利害関係を有

しない（事実上の利害関係にすぎない）として，「第三者」にあたらないとする。こ

れは，現行法上，土地と建物が別個独立のものとされているところ，Ｃの権利は建物

に関するものであって，虚偽表示の対象となった土地でないことを理由にしていると

思われる。 

これに対して，有力説は，(a)建物の利用は敷地の利用を前提としている以上，土

地の譲受人の土地所有権が否定されると，その利用権が否定され，その結果，建物賃

借人の建物利用権も覆されることになるので，利害関係は法律上のものといえるし，

(b)虚偽表示を作出した土地譲渡人には帰責性があり不利益を受けてもやむを得ない

として，Ｃは「第三者」にあたるとする。 

 

(2)「第三者」の保護要件 

①  主観的保護要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ
（相手方）
（賃貸人）

Ａ
（表意者）

①土地の売却

虚偽表示

Ｃ
（賃借人）

②建物の賃貸借契約

 

善意のみで足りると解する。なぜなら，条文上「善意」しか要求されて

おらず，又，虚偽表示においては表意者の帰責性が大きく，第三者保護の

要請が特に強いからである。 

【論証例】 

[A] 判例・通説  

善意のみで足りる。 

（理 由） 

(ⅰ)条文上「善意」しか要求されていない。 

(ⅱ)94条２項は外観法理に基づく規定だが，
虚偽表示においては表意者の帰責性が大き
く，主観的保護要件は緩和されてよい。 

善意であるか否かは，「第三者」た
る地位を取得した時を基準に判断され
る。 

[B] 有力説 

善意・無過失が必要である。 

（理 由） 

(ⅰ)94条２項は外観法理に基づく
規定である。 

(ⅱ)無過失を要求することで具体
的に妥当な利益調整が可能であ
る。 
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②  登記（引渡し）の要否 

登記（引渡し）の要否については，○ア 177条（178条) における物権変動の対抗問題

としての登記（引渡し）の要否の問題と，○イ 保護要件としての登記（引渡し）の要否

の問題との２つがある。 

○ア については，第三者は，登記（引渡し）がなくても，虚偽表示を行った本人に対

して自己の権利を主張できる。なぜなら，第三者にとっては，94条２項により虚偽表

示の当事者間の権利移転は有効だったものとみなされ，本人は第三者からみると前々

主となり，そもそも対抗関係に立たないからである。 

次に，○イ についてだが，これは，登記（引渡し）を具備しない第三者でも本人の不

利益において保護する必要があるのか  (第三者は保護に値する資格を有しているの

か) という問題であり，利益衡量によって決まる。本人は虚偽表示を自らなしており

帰責性が大きいという理由から，第三者には保護要件としての登記（引渡し）も不要

と解するのが一般的な見解である。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)「第三者」と転得者 

 

94条２項の「第三者」に転得者が含まれるかについて，判例は直接の第三者（Ｃ）が悪

意でも転得者（Ｄ）が善意なら保護されるとして，肯定する。学説においてもこの結論を

支持するのが一般である。 

しかし，一部には，表見代理により保護される第三者に転得者は含まれるかの論点とパ

ラレルに解すべきという主張もある。つまり，転得者（Ｄ）の信頼の対象（善意の対象）

は前主（Ｃ）が権利者であることであり，当事者間（Ａ・Ｂ間）の意思表示が虚偽表示で

ないということではないから，転得者（Ｄ）に94条２項を適用することはできない。そし

て，このような解釈が表見代理により保護される第三者に転得者は含まれないとする判例

Ｂ
（相手方）

Ａ
（表意者）

虚偽表示
悪意

Ｃ
（第三者）

Ｄ
（転得者）

善意・
無過失

94条2項の「第三者」
に含まれるか？

虚偽表示における本人と第三者とはそもそも対抗関係に立たないので，

177条（178条）における対抗問題としての登記（引渡し）は不要である。

又，善意の第三者は，帰責性のある本人との利益衡量上，保護に値するか

ら，保護要件としての登記（引渡し）も不要と解する。 

【論証例】 
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の立場と一致するというのである。 

しかし，両者は事情を異にするので，表見代理の規定の第三者には転得者は含まれない

が，94条２項では転得者が含まれるとして，使い分けてよい。 

 

 

 

 

 

 

 

5. 「善意の第三者」からの転得者が悪意の場合 

 

94条２項の問題に限らず，広く善意又は，善意・無過失の第三者を保護する規定（ex. 

32条１項後段，96条３項）がある場合において，この論点が生じることになる。これにつ

いては，以下の絶対的構成，相対的構成という２つの考え方が対立している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｂ
（相手方）

Ａ
（表意者）

虚偽表示
善意・
無過失

Ｃ
（第三者）

Ｄ
（転得者）

悪意

保護されるか？

94条２項の「第三者」には，転得者も含まれると解する。なぜなら，虚

偽表示を行った帰責性の大きい本人との利益衡量上，転得者であってもこ

れを保護する必要性が高いからである。 

【論証例】 

[A] 絶対的構成（多数説） 

善意の第三者からの転得者が悪意の場合に
も有効に権利を取得しうる。 

（理 由） 

一旦善意の第三者が登場した以上，その後
の転得者が悪意でも，前主の地位を承継する
から，前主の取得した「善意の第三者」の地
位を承継したといえる。 

 

[B] 相対的構成（少数説） 

善意者に対する関係では処分行
為は有効，悪意者に対する関係で
は無効として，処分行為の効力を
当事者ごとに相対的に決める。 

（理 由） 

(ⅰ)当事者ごとに相対的に考える
方が，悪意者を排除でき，具体
的公平に合致する。 

(ⅱ )悪意者がわら人形  (善意者 ) 
を介在させることにより保護を
受けることを防止しうる。 
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6. 虚偽表示と二重譲渡の取扱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｃ
（第三者）

Ｂ
（相手方）

Ａ
（表意者）

虚偽表示

善意・
無過失

Ｄ

登記

①譲渡 ②譲渡

③譲渡

不動産

ＣとＤとの優劣？

一旦善意の第三者が介在した以上，その後の転得者は悪意であっても保

護されると解する。なぜなら，転得者は，前主の取得した「善意の第三

者」たる地位を承継するからである。 

【論証例】 

不動産がＡからＢ，ＢからＣへと移転した後（Ａ・Ｂ間は虚偽表示，Ｃは善

意・無過失），Ａが不動産をさらにＤへ譲渡した場合のＣとＤとの優劣関係は

どうなるか（登記は依然Ｂのところにある。）。 

[B] 有力説 

Ａ→Ｂ，Ａ→Ｄが二重譲渡の関
係に立ち，Ｂに登記がある以上，
常にＣが勝つ。 

（理 由） 

Ｃが 94条２項で保護される場
合，Ａ・Ｂ間の譲渡が有効なもの
として扱われるから，ＤとＢとの
関係はＡを起点とする二重譲渡と
みることができる。従って，対抗
関係に立つのはＢとＤであって，
Ｂに登記がある以上，Ｂが確定的
に所有者となり，Ｃは登記がなく
ても当然Ｄに優先する。 

[A] 判例・通説  

Ａ→Ｃ，Ａ→Ｄが二重譲渡の関係に立ち，
先に登記を得た方が勝つ。 

（理 由） 

（ⅰ)Ｃは登記がなくても善意であれば94条２
項の「第三者」として保護されるが，それ
は帰責性のある表意者たるＡとの関係でそ
うなるだけであり，虚偽表示と何ら関係の
ないＤとの関係では，一般取引法のルール
に従い，その優劣は登記具備の先後によっ
て決するのが公平である。 

(ⅱ )Ｃが 94条２項の「第三者」にあたる場
合，Ｃとの関係ではＡ・Ｂ間の譲渡は有効
なものとされる。しかし，Ｄとの関係にお
いてまで有効となるわけではないから，Ｂ
とＤとは二重譲渡の関係とはならず，Ｃと
Ｄとが二重譲渡の関係，すなわち 177条の
対抗関係に立つとみるべきである。 
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7. 94条２項の類推適用 (「通謀」・「意思表示」を欠く場合の処理) 

(1)  類推適用の可否 

 

 

 

 

 

94条２項は通謀による虚偽の意思表示に関する規定である。しかし，通謀や意思表示を

欠く場合でも，94条２項の趣旨である外観法理から取引の安全を図るべき場合がある。そ

こで，94条２項の類推適用が問題となる。 

 

 

 

 

 

ＢＡ
（所有者）

Ｃ

登記

②譲渡

①Ａが勝手にＢ名義で保存登記

甲建物
 

甲建物の所有権取得の可否？

Ｃは登記がなくても善意であれば94条２項の「善意の第三者」として保

護される。 

しかし，これは帰責性のある表意者Ａとの関係においてであり，虚偽表

示と何ら関係のないＤとの関係では，一般取引法のルールに従い，その優

劣は登記具備の先後によって決するのが公平である。又，Ｃが94条２項に

より保護される場合であっても，Ａ・Ｂ間の虚偽表示がＤとの関係におい

てまで有効となるものではないから，ＣとＤとが二重譲渡の関係に立ち，

対抗問題(177条)になるとみるべきである。 

従って，ＣとＤとは，先に登記を得た方が優先すると考える。 

【論証例】 

甲建物を新築したＡが勝手にＢ名義で保存登記をしたところ，それに気付い

たＢがこれを奇貨として甲建物をＣに譲渡した。この場合，Ｃは甲建物の所有

権を取得できるか。 
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(2)  類推適用の場合の主観的保護要件 

類推適用によって「第三者」が保護される場合については，適用の場合と異なり，善

意・無過失まで要求されると解するのが，むしろ多数説である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ・Ｂ間には何ら有効な譲渡行為がないから，Ｂは無権利者である。そ

して，我が民法は登記に公信力を認めていないから，たとえＣが登記を信

頼して取引しても権利を取得できないのが原則である。又，94条２項は，

通謀による虚偽の意思表示に関する規定であり，通謀及び意思表示の存し

ない本問に適用することはできない。 

しかし，権利者に虚偽の登記作出についての帰責性がある場合でも常に

登記への信頼が保護されないとすることは，取引の安全を害し妥当でな

い。又，そもそも94条２項の趣旨は，①虚偽の外観が存在する場合に，②

その外観作出につき帰責性のある者に対して，③その外観を信頼した者と

の関係で外観通りの責任を負わせて，第三者の信頼，すなわち取引の安全

を保護する点にある (外観法理）。 

従って，通謀及び意思表示は存在しないが，ＡがＢ名義で建物保存登記

をし，虚偽の外観を作出した点にＡの帰責性が認められる以上，Ｃが登記

を信頼したのであれば，94条２項の類推適用により，Ｃは甲建物の所有権

を取得できると解すべきである。 

【論証例】 

「第三者」が94条２項の類推適用によって保護されるためには，善意の

ほかに無過失まで要求されるかが問題となるが，肯定すべきである。なぜ

なら，94条２項の類推適用が問題となる場合は，本人の帰責性は必ずしも

大きいとはいえないから，その点で第三者保護の要件を厳格化し，無過失

まで要求されると解するのが，本人と第三者との利益衡量上妥当だからで

ある。 

【論証例】 
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第４節 錯 誤 Ａ 

  
1. 錯誤の意義 

錯誤とは，表意者の主観と現実との間に食違いがあり，それを表意者が知らないことを

いう。 

民法95条は，錯誤として２つの類型を規定し，一定の要件を満たしたとき，表意者は錯

誤を理由にその意思表示を取り消せるとしている。 

 

2. 錯誤取消しの要件 

(1) 表示行為の錯誤（表示錯誤） 

① 意思表示に対応する意思を欠く錯誤であること。 

表示行為の錯誤には，オークションにおいて，5,000 円で入札するつもりで，誤っ

て 50,000 円と入札した場合のように，表示行為に対応する表示意思がないもの（表示

上の錯誤）と，米ドルと豪ドルは同価値であると誤解して，100 米ドルで売却するつ

もりで，100 豪ドルで売却する旨の意思表示をした場合のように，表示意思はある

が，表示行為の意味内容を誤ったもの（内容の錯誤）がある。 

② 法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること。 

 ○ア その錯誤が当該法律行為の目的にとって重要であることと，○イ その錯誤が一般的

にも重要であることが必要である。 

これは，具体的には，その錯誤がなければ，○ア 表意者が意思表示をしなかったであ

ろうと認められ（主観的因果関係），かつ，○イ 一般取引の通念に照らしても意思表示

をしないことが妥当と認められる（客観的重要性）ことを意味する。従って，この要

件は，その錯誤がなければ表意者及び通常人が意思表示をしなかったであろうと認め

られるか否か，という基準で判断されることになる。 

③－１ 錯誤が表意者の重大な過失によらないこと（原則）。 

「重大な過失」とは，錯誤に陥ったことにつき，当該事情の下で普通人に期待され

る注意を著しく欠くことをいう。 

③－２ 相手方が表意者に錯誤があることを知り，又は重大な過失によって知らなかっ

たこと（例外１ ←③－１を満たさないとき）。 

不作為による詐欺，あるいはそれに準じる帰責性が相手方に認められるから，利益

衡量上，表意者保護を優先させてよいと考えられたのである。 

③－３ 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたこと（例外２ ←③－１を満たさな

いとき）。 
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(2) 基礎事情の錯誤（事実錯誤［動機の錯誤］） 

① 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤である

こと。 

   新駅ができる予定がないのに，新駅が近くにできると誤信して土地を買った場合の

ように，契約の内容になっていないが，その契約をする基礎とした事情である目的物

の品質・性能等を誤ったもの（性状の錯誤）が，これにあたる。 

  ② 法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること。 

 ③ その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと。 

表示があれば，相手方も一定のリスクを覚悟しうるので，表意者保護を優先してよ

いと考えられたのである。すなわち，この要件は，表意者保護と取引の安全との調和

を図るためのものである。 

なお，表示は，明示である必要はなく，黙示であってもよい。 

 ④－１ 錯誤が表意者の重大な過失によらないこと（原則）。 

④－２ 相手方が表意者に錯誤があることを知り，又は重大な過失によって知らなかっ

たこと（例外１ ←④－１を満たさないとき）。 

④－３ 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたこと（例外２ ←④－１を満たさな

いとき）。 

たとえば，贋作の絵画の売買において，売主と買主の双方が真作と信じている場

合，贋作であっても同じ値段で買主が買ってくれるという信頼が売主に成立している

とはいえない。従って，いわゆる共通錯誤の場合には，表意者に重過失があっても，

相手方に，契約を有効にして保護すべき正当な利益が認められないから，表意者保護

を優先させてよいと考えられたのである。 

 

3. 錯誤の効果 

  錯誤は，95条１項から３項に規定する要件を満たした場合，取り消すことができる。 

 なお，錯誤による取消しは，120 条２項で規定された取消権者（錯誤に基づく意思表

示をした者又はその代理人若しくは承継人）が，126 条で規定された期間（錯誤を知っ

た時から５年，かつ，行為の時から 10 年）の制限内に，123 条で規定された方法（錯誤

に基づく意思表示の相手方に対する意思表示）によってなす必要がある。 

 

4. 95 条４項の「第三者」 

  民法は，錯誤を取消原因とした上で，錯誤による取消しは，「善意でかつ過失がない

第三者」に対抗することができないとして，第三者保護規定をおいている（ 95 条４

項）。 

 錯誤が取消原因とされた上で，新たに 95条４項が追加されたことから，詳細は今後の
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議論を待つことになるが，基本的には 96 条３項の議論が妥当するものと思われる。 

(1) 「第三者」の意義 

     

 

 

 

    

 

 

 

(2) 「第三者」の保護要件 

 ① 主観的保護要件 

     「第三者」は，錯誤による意思表示であることについて，善意・無過失でなければな

らない。 

 ② 登記（引渡し）の要否 

第三者が 95 条４項で保護される場合，表意者と第三者は対抗関係に立たないから対

抗問題としての登記は不要である。保護要件としての登記についても，錯誤に陥った表

意者と善意・無過失の第三者との利益衡量上，不要と解するのが妥当であろう。 

  

95 条４項の「第三者」とは，錯誤による意思表示によって生じた法律

関係に基づき，取消し前に新たな利害関係に入った者に限られると解す

る。確かに，条文上制限はないが，同条項は，錯誤による取消しの遡及効

を制限することによって第三者の保護を図った規定と考えられるからであ

る。 

・・第２節・ 43条・の定款・・寄附・行為所・定の目・的に

よ・る制限 

【論証例】 


